
七ヶ浜町水道事業条件付一般競争入札要綱 
 
 

（趣旨） 
第１条 この要綱は、七ヶ浜町水道事業契約規程（昭和 63 年水道規程第 2 号。以下「規程」と

いう。）に定めるもののほか、水道事業が発注する工事、測量・建設コンサルタント等業務、

役務の提供及び物品の買入れ（以下「建設工事等」という。）に係る条件付一般競争入札（地

方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号。以下「自治令」という。）第 167 条の 5 の規定によ

る入札をいう。以下同じ。）の実施にあたり、必要な事項を定めるものとする。 
（対象） 

第２条 条件付一般競争入札の対象は、次に揚げるものとする。 
 (1) 設計金額が 1,000 万円以上の工事 
 (2) 設計金額（設計金額を定めないときは、予算額）が 500 万円以上の測量・建設コンサル

タント等業務、役務の提供又は物品の買入れ 
 (3) 前 2 号に揚げるもののほか、水道事業管理者（以下「管理者」という。）が条件付一般競

争入札の対象とすることを決定した建設工事等 
２ 前項の規定にかかわらず、自治令 167 条の 2 を適用する場合及び特別な事由により前項の

規定により難い場合は､条件付一般競争入札の対象としない。 
（入札参加資格条件） 

第３条 条件付一般競争入札に参加できるのは、次の各号の要件を満たす者とする。 
(1) 当該入札に係る建設工事等に対応する業種について、七ヶ浜町水道事業による競争入札参

加資格の承認を受けていること。 
(2) 七ヶ浜町水道事業による指名停止を受けた期間中でないこと。 
(3) 自治令第 167 条の 4 の規定に該当しないこと。 
(4) 工事に係る入札の場合は、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 27 条の 29 第 1 項に 
規定する総合評定値が当該工事ごとに管理者が別に定める基準を満たしていること。 

(5) 工事に係る入札の場合は、建設業法第 26 条に規定する技術者を専任で配置できること。 
(6) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定による更正手続開始の申立てをして

いないこと。 
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が別に定める入札参加資格を満たしていること。 
（入札の公告） 

第４条 管理者は、前条第 7 号の規定により入札参加資格を定めたときは、自治令第 167 条の 6
及び規則第 90 条の規定により速やかに公告し、当該公告の内容について、広く周知するよう

努めなければならない。 
（入札参加資格申請等） 

第５条 条件付一般競争入札に参加しようとする者は、前条の規定による公告により示す期限ま



でに、管理者に対し条件付一般競争入札参加資格申請書（様式第 1 号）を提出し、入札参加

資格の有無について審査を受けなければならない。 
２ 前項の申請書には、前条の規定による公告により示す書類を添付しなければならない。 
３ 前項の添付書類を、類似の事業の施工実績調書又は配置予定の技術者に関する調書とした場

合の当該調書の様式は、それぞれ様式第 2 号及び様式第 3 号とする。 
（入札参加資格の審査及び判定） 

第６条 管理者は、前条の規定により提出のあった申請書その他添付書類を基に、前条第 1
項の規定により入札の参加を申請した者（以下「入札参加申請者」という。）が当該入札

の参加条件に合致するかを確認し、入札参加の適否を判定する。 
（入札参加申請者への審査結果の通知等） 

第７条 管理者は、前条の規定による判定の結果を、入札参加申請者に対して入札参加資格確認

通知書（様式第 4 号）により通知する。この場合において、審査の結果入札参加資格を有し

ないものとした者には、通知書にその理由を付すものとする。 
２ 前項の通知は､第 4 条の規定による公告によりあらかじめ示す期日までに行うものとする。 
３ 審査の結果入札参加資格を有しないとされた者は、第 4 条の規定による公告で指定する日

までに、その理由について書面により管理者に説明を求めることができる。 
４ 管理者は、前項の規定による請求があったときは、速やかに回答するものとする。 
（条件付一般競争入札の中止） 

第８条 管理者は、第 6 条の規定により判定した結果、入札参加資格を有する者の数が 4 以下

となり、かつ、十分な競争性を確保し得ないと判断したときは、当該条件付一般競争入札を中

止することができる。この場合において、管理者は、入札参加資格の定めを見直し、改めて条

件付一般競争入札を行うか、指名競争入札を行うかを選択することができる。 
２ 管理者は、前項の規定により条件付一般競争入札を中止したときは、その旨を公告するとと

もに、入札参加申請者に対してその旨を通知しなければならない。 
３ 管理者は、第 1 項の規定により指名競争入札を行う場合は、当該中止した条件付一般競争

入札の入札参加申請者であって入札参加資格を有するものについて、優先的に指名を行うもの

とする。 
（入札参加資格の喪失） 

第９条 入札参加資格を有するとされた者（以下「入札参加資格者」という。）は、開札の日ま

での間に次の各号に掲げるいずれかの理由に該当することとなったときは、当該入札に参加す

ることができないものとする。 
(1) 第 3 条に規定する入札参加資格を満たさないこととなったとき。 
(2) 第 5 条の申請書及びその添付書類に虚偽の記載のあったことが明らかになったとき。 

２ 管理者は、前項の規定により入札参加資格を喪失した者に対し、条件付一般競争入札参加資

格喪失通知書（様式第 5 号）にその理由を付して速やかに通知しなければならない。 
 



（設計図書等の閲覧） 
第１０条 条件付一般競争入札に付する建設工事等の仕様書、図面（以下「設計図書等」という。）

は、第 4 条の規定による公告で指定する期間中、書類又はデータにより閲覧に供するものと

する。 
２ 入札参加資格者は、設計図書等に対して質問があるときは、第 4 条の規定による公告で指

定する期間内に、管理者に質問書を提出するものとする。 
３ 管理者は、前項の質問書を受理したときは、回答書を作成し、第 4 条の規定による公告に

示す方法により、これを閲覧に供するものとする。 
（再度の入札） 

第１１条 自治令第 167 条の 8 第 3 項の規定による再度の入札は、1 回に限り行うことがで

きる。 
２ １回目の入札において、これに参加しなかった者、規程第 9 条に規定する無効の入札を行

った者及び規程第 10 条第 4 項の規定により最低制限価格を設定した場合の当該最低制限価格

より低い価格の入札をした者は、再度の入札に参加することができない。 
３ 再度の入札の結果、落札者がいないときは、随意契約により契約を締結することができる。

この場合において、再度の入札において最低制限価格より低い価格の入札をした者と契約を締

結することはできない。 
（異議の申立て） 

第１２条 入札に参加した者は、入札後この要綱、設計図書等についての不明又は錯誤等を理由

に異議を申し立てることはできないものとする。 
（秘密の保持等） 

第１３条 入札参加申請者から提出された第 5 条の申請書及びその添付書類は、当該申請者に

返還しないものとする。 
２ 前項の書類の内容は、公表しないものとする。 
（委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。 
附 則 

この告示は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 



様式第１号（第 5 条関係） 
 

条件付一般競争入札参加資格申請書 
 

  年  月  日  
七ヶ浜町水道事業 
七ヶ浜町長  殿 

 
 

住    所 
商号又は名称 
代 表 者 

 
 
     年  月  日付けで入札公告のありました事業に係る入札に参加したいので、下記

の書類を添えて申請いたします。 
 なお、成年被後見人及び被保佐人、被補助人並びに破産者で復権を得ない者でないこと並びに

本申請書及び添付書類のすべての内容について、事実と相違ないことを誓約いたします。 
 
 

記 
 
１．事 業 名    
 
２．事業場所    
 
３．添付書類 
 ① 類似事業の施工実績調書（様式第２号） 
 ② 配置予定の技術者に関する調書（様式３号） 
 ③ 総合評定値通知書の写し 
 ④      年度塩釜・黒川地区市町村等一般及び指名競争入札参加資格承認書の写し 
   又は      年度七ヶ浜町競争入札参加資格承認書の写し 
 ⑤ 確認通知書返信用封筒（切手貼付・宛名記載済み） 
⑥ その他公告で示す書類 



様式第２号（第 5 条関係） 
 

類似事業の施工実績調書 
 
 

住    所   
 

商号又は名称   
 

代 表 者 名   
 
 

事 業 名  

発 注 者  

事業場所  

契約金額  

工  期       年  月 から     年  月  日 まで 

受注形態   単体 

CORINS 登録番号  

事業内容  

 
①七ヶ浜町水道事業以外の発注工事については、契約内容を確認できるもの（契約書の写し等）

を添付すること。 
②工事内容欄には、規模・工法等詳細に記入すること。 
③実績は単体で元請したものに限る。 



様式第３号（第 5 条関係） 
 

配置予定の技術者に関する調書 
 

会 社 名  

配置予定の主任・監理 
技術者氏名 

（ふりがな） 

                            
         年  月  日生（満  歳） 
資格・免許の種類 監理技術者資格者 

資格・免許名称 

名称 
 
 
登録番号 
 
取得年月日 
 

交付番号 
 
 
取得年月日 

事 業 名   

発 注 者   

事業場所   

契約金額   

工 期   

従事職名   

工 
事 
経 
験 
の 
内 
容  

事業内容 
  

（１） 公告において明示した資格のあることを判断できる必要最低限の事項を明確に記載する

こと。 
（２） 建設工事に係る資格免許証の写しを添付すること。 



様式第４号（第 7 条関係） 
七水第    号  
年   月   日  

 

入札参加資格確認通知書 
 
 

住    所   
 

商号又は名称   
 

代 表 者 名   
 
                           七ヶ浜町水道事業 

                                七ヶ浜町長 
 
 先に申請のありました下記事業に係る入札参加資格について、審査結果を通知します。 
 

記 
 

入札公告日     年  月  日 

事業名  

入札参加資格の有無 有     無 

入札参加資格がないと 
認めた理由 

 

※入札参加資格がないと通知された方は、その理由について説明を求めることができます。説明

を求める場合は、  年  月  日までに、管理者へその旨を記載した書面（任意様式）を

提出してください。 



様式第５号（第 9 条関係） 
七水第    号  
年   月   日  

 

一般競争入札参加資格喪失通知書 
 
 

住    所   
 

商号又は名称   
 

代 表 者 名   
 

七ヶ浜町水道事業 
七ヶ浜町長          

 
 

  先に通知した下記事業に係る入札参加資格について、七ヶ浜町水道事業条件付一般競争

入札要綱第９条の規定に該当することを確認したので、下記のとおりその参加資格を喪失

し、入札に参加できなくなったので通知します。 
 
１ 事業名    
 
２ 公告日       年  月  日 
 
３ 参加資格喪失理由 
 


